
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸収入

運輸雑収入

人件費 経費
整備主体

に支払う費用

収入

支出

■上下分離方式の適用により，営業主体は、施設の整備・保有から開放され，一定の収支バラン

スが確保されることが想定されます。 

■これは，整備主体である公共が，道路等と同様に社会資本の一つとして整備することから，営業

主体の施設整備に関する負担が大幅に軽減されることによるものであります。 

ＬＲＴ事業は基本的に，「軌道法」により整備・運営を行う事業となります。 

軌道法では，整備と運営を一体で行うこととされているため，平成１９年以前の調査では，第三セ

クター方式により整備と運営を一体的に行うこととしていました。 

しかしながら，平成１９年１０月に創設された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に

より軌道事業においても整備と運営を別の主体が行う『上下分離方式』（※１）での整備が可能となり

ました。 

平成１９年以前の調査では「４０年以内に黒字転換」（※２）することが困難とされていましたが，

上下分離方式を採用することによって，収支構造がどう変わるのか，新交通システム検討委員会の検

討結果（平成２１年３月）からご紹介します。 

※１ 鉄道事業においては，既に公設型上下分離方式での整備が可能となっております。 

※２ ４０年以内の黒字転換が，特許申請における事業成立の目安とされています。 

【平成１９年以前の収支構造（上下一体型方式）】 【上下分離方式での収支構造】 

注）【運輸収入・経費の試算条件】 
・収入想定は基本計画策定調査時の全体計画区間，44.9 千人／日の需要を前提としています。 
なお，需要は予測の際に見込んでいる公共交通ネットワークがＬＲＴ導入とあわせ再編されているな
どの諸条件が満たされているものとします。 

・会社設立時に必要となる要員の確保等，開業前の準備期間内に発生することが想定される各種経費に
ついては，試算からは除いたものとなっております。 

図：収支構造のイメージ 

平成１９年以前の収支構造（左図）だと支出が収入を上回っておりますが，上下分離方式
での収支構造（右図）だと，支出が収入を下回る結果となりました。 

収支構造の変化 

 安定的な運営の可能
性が高まりました。 

人件費 経費

運輸収入

運輸雑収入

建設費利子 減価償却費

一時借入金利子 法人税等

収入

支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備主体（公共等） 

施設の整備・保有、車両の購入 

営業主体 

円滑で確実な事業の運営 

施設・車両の貸付 

施設使用料 

整備主体に支払う”費用 

上下分離方式とは… 

 上下分離方式は，営業主体（上）と整備主体（下）がそれぞれの役割を分担する方式です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：上下分離方式の一般的な役割 

※ 営業主体（上）⇒効率的な運営を行う者 

  整備主体（下（公共等））⇒施設の整備・保有を行う者 

【上下の関係】 

上下分離方式及び上下の関係については以下をご覧ください。

運行（営業主体）

路盤（整備主体）

駅（整備主体）

架線（整備主体）

車両（整備主体） 


